
☆☆会議所会館テナント募集中☆☆ 

場  所 ： 会議所会館３階

広  さ ： ３１．２７㎡（９．４６坪）

※賃料・入居時期等詳細は会議所まで

お問い合わせ下さい。

NO.280425 

アクサ生命“キャンペーン” 
( 期間：４月１５日～６月３０日 ） 

保障を得るとともに、将来のために有利に

資金を貯めませんか？法人様の場合、損金

計上できる保険もございます。事業所様の

ご意向に沿って設計致します。ご遠慮なく

お申し出下さい。

会議所職員・アクサ推進員が訪問致します。

宜しくお願いします!! 

＜生命共済ご加入のおすすめ＞

役員及び従業員の福利厚生にご活用頂けま

す。

○業務上・業務外問わず、２４時間保障

○１年更新で医師の診断不要

○毎年の収支を計算し、余剰金があれば配当

金もあります！

○独自の給付金制度（見舞金・祝金）が充実

例）１口－1,600 円 → 

死亡保険金 100 万円

入院給付金 4,000 円

朝倉商工会議所 会費 
平成２８年度会費口座振替日は 

６月２０日（月）です。 

通信 Ｈ２８．４

〒838-0068 朝倉市甘木 955-11 

朝 倉 商 工 会 議 所 
問合先:TEL：22-3835 FAX：22-5166 

商工会議所会員募集中！

お知り合いの事業者様をぜひ、ご紹介ください。
ご紹介いただけましたら、職員がご説明に伺いま
す。

年会費 個人： ６，０００円～

法人：１０，０００円～

会費は事業規模に

より異なります

労働保険事務組合へご加入の皆様へは 
年度更新に必要な書類を郵送しております。 

○賃金内訳報告書（従業員への賃金支払報告）
○元請工事明細（建設業・林業の方）

○特別加入確認書（特別加入がある場合）

※上記書類が未提出の方は、早急にご提出 

ください。 

※年度更新の準備が整い次第お知らせします

どうもうまくいかないなぁ～ 

困ったなぁ～って経験はありませんか？ 

もっと活用したい！  そんな皆様に朗報です 

タブレット・スマホ・パソコンなどあらゆる機器の相談

をお受けします！ 

【相談料金】 無 料 （但し 60 分以内） 

【利用制限】 毎月４名限定（申込先着順） 
【相 談 先】 (有)アムリタ 

【利用案内】 ①会議所にて相談カード取得 
         ②アムリタへご都合の良い日を予約 

         ③相談を受ける 

※60 分を越えた場合は、実費となります。 

※会社の部門でまとまっての受講も可能です。 

※事業所への出張サービスもあります。 

※先ずは会議所へお問合せください。 



地元企業と高校の       参加無料

就 職 応 援 会

学校と企業の情報交歓会を開催します。

奮ってご参加下さい。

開 催 日：平成 28 年 5 月 27 日(金) 
会  場：朝倉地域生涯学習ｾﾝﾀｰ２F 
     会議室１

時  間：１３：１０～１７：００

参加対象：第 7 学区高等学校・近隣学校

（進路指導担当・就職担当）

 朝倉市・筑前町・うきは市内

に事業所のある企業（採用担当）

募集企業：２０社（申込多数の場合は抽選）

☆お問合せは朝倉市商工観光課

商工労働係まで☆

 電話：０９４６－５２－１４２８

福岡県よろず支援拠点

中小企業・小規模事業者のための

無料経営相談所です。

資金繰り、行政書士、弁護士、税理士、社会

保険労務士相談等、何回相談しても無料です! 

【福岡県よろず支援拠点（月曜～木曜）】

住所：福岡市博多区吉塚本町 9－15 
福岡県中小企業振興センタービル 6 階

TEL：092-622-7809 
（担当：落石、榎本、杉山）

☆第１・第３土曜日は下記の相談窓口へ！☆

【日本政策金融公庫福岡ビジネスサポート

プラザ合同土曜相談】

日本政策金融公庫 福岡支店

国民生活事業 福岡ビジネスサポートプラザ

住所：福岡市博多区博多駅前 3-21-12-1F 

平成２８年４月から 

女性創業相談会を開催します。 

●創業を目指す女性や創業して間もない 

女性を対象として、福岡県内の4地域で 

毎月1回(9:00～17:00)、女性向け創業相談

会を開催します。 

●女性の中小企業診断士が、創業にあたっ

て直面する様々な課題の相談に応じま

す。 

●「何から準備を始めたらいいかわからな

い」「起業できるか不安」など、創業

について考え始めたばかりの方もお気

軽にご相談ください。 

【筑後地域】

相談員:中小企業診断士干葉真弓氏 

場所:久留米中小企業振興事務所 

(久留米市城南町15-5) 
TEL:0942-33-7228

平成 28年度の雇用保険料率 

～雇用保険料率が引き下がります～ 

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29年 3月 31 までの 

雇用保険料率は以下の通りです 

事業の種類 ①労働者負担 ②事業主負担 ① +②
一般

（27 年度）

4／1000 
5／1000 

7／1000 
8.5／1000 

11／1000 
13.5／1000 

農林水産・清酒製造

（27 年度）

5／1000 
6／1000 

8／1000 
9.5／1000 

13／1000 
15.5／1000 

建設

（27 年度）

5／1000 
6／1000 

9／1000 
10.5／1000 

14／1000 
16.5／1000 

詳しくは厚生労働省のホームページを 
ご覧ください 

相談無料 

事前予約制


